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商工会館市民会議室 使用料還付方法変更のお知らせ 

 

日頃より、当所会議室をご利用いただきましてありがとうございます。  

この度、「武蔵野市立武蔵野商工会館条例施行規則」の改正にともない、４階市民会

議室の使用料還付方法を下記の通り変更いたします。 

令和３年１月の取消申請分より適用となりますので、ご理解のほどよろしくお願い

致します。 

 

○令和 2 年 12 月までに取消申請をする場合 

返還金を現金で還付いたします。 

 

○令和 3 年 1 月以降に取消申請をする場合 

返還金を武蔵野市から振込にて還付いたします。 

取消申請にあたり、使用料返還請求書に返還金振込先口座の情報をご記

入いただくようになります。 

使用料返還請求書に代表者の方の押印が必要となります。使用申請の際

にお渡しした使用承認書を添えて請求してください。 

備品のみの取消の場合にも同様の申請手続きが必要です。 

当所にて１か月分の取消申請を取りまとめ、翌月に武蔵野市から返還金

を振込みいたします。 

 

※ 当所の業務時間外には申請をお受けすることはできませんのでご了承ください。 

取消申請期間（使用日の３０日前まで）に申請手続きが完了しないと、返還金の

還付を受けられなくなりますのでご注意ください。 


